
○甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成5年12月28日

規則第51号

甲府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年3月規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年6月条例第22号。以下

「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条　この規則における用語の意義は、法、浄化槽法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省

令」という。)及び条例の例による。

(平31規則41・改)

(甲府市廃棄物減量等推進審議会)

第3条　条例第9条に規定する甲府市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1)　一般廃棄物処理計画に関すること。

(2)　一般廃棄物の減量化、資源化及び再利用の促進に関すること。

(3)　その他市長が一般廃棄物の処理に関し重要と認める事項

2　審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

3　会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

4　会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6　審議会の会議の運営は、次により行うものとする。

(平16規則1・平18規則34・令4規則5・改)

(1)　審議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(2)　議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(3)　会長は、審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(4)　審議会の庶務は、環境部環境対策室ごみ減量課において処理する。

(リサイクル推進員)

第4条　条例第10条第1項のリサイクル推進員(以下「推進員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13規則25・全改)

2　推進員は、再任されることができる。

(平13規則25・全改)

3　推進員に関する庶務は、環境部環境対策室ごみ減量課において処理する。

(平13規則25・全改、平16規則1・平18規則34・令4規則5・改)

4　前3項に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則25・全改)

(多量排出事業者)

第5条　条例第15条第1項に規定する多量排出事業者は、1日平均100キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)　土地若しくは建築物の所有者又は占有者

(2)　土地若しくは建築物の所有者又は占有者が土地若しくは建築物の管理を委託している場合は、その委託を受けた者

(事業系一般廃棄物減量化等計画書)

第6条　多量排出事業者は、条例第15条第1項の規定により毎年5月末日までに事業系一般廃棄物減量化等計画書(第1号様式)及び事業系一般廃棄物の処理の実績書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2　条例第15条第2項の規定による変更があったときは、事業系一般廃棄物減量化等変更計画書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(多量排出事業者への勧告)

第7条　条例第15条第4項の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(事業系一般廃棄物管理責任者)

第8条　条例第16条第1項の規定に基づき選任する事業系一般廃棄物管理責任者は、当該土地若しくは建築物の所有者又は当該土地若しくは建築物の維持管理について権限を有する者とする。

2　多量排出事業者は、条例第16条第2項の規定に基づき事業系一般廃棄物管理責任者を選任し、又は変更したときは、その選任又は変更のあった日から14日以内に、事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(第5号様式)を市長に

提出しなければならない。

(収集場所の閲覧等)

第8条の2　市長は、条例第20条第2項に規定する収集場所のうち指定排出物を排出することができる収集場所の位置を記した地図を環境部事務室に備え置き、執務時間中一般の閲覧に供するものとする。

(平24規則14、平31規則41・改)

2　市長は、前項の規定により地図に記された収集場所に、収集場所である旨及び指定排出物を収集し、又は運搬する行為を禁止する旨の標示を行うものとする。

(平24規則14、平31規則41・改)

(指定排出物)

第8条の3　条例第20条の2第1項に規定する指定排出物は、別表のとおりとする。

(平31規則41)

(禁止命令書)

第8条の4　条例第20条の2第2項の規定による命令は、収集・運搬禁止等命令書(第5号様式の2)により行うものとする。

(平24規則14)

(適正処理困難物の指定)

第9条　市長は、条例第23条第1項の規定により適正処理困難物を指定するときは、必要な事項を告示するものとする。

(平29規則21・改)

(開発事業)

第10条　条例第25条に規定する規則で定める開発事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(平16規則15・平29規則21・改)

(1)　都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、その開発面積が1,000平方メートル以上のもの

(2)　土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(3)　都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業

(4)　住戸数が20以上の共同住宅を建築する事業

(一般廃棄物保管施設の設置等に係る協議)

第11条　条例第25条に規定する開発事業を行おうとする者が市長に協議する場合は、一般廃棄物保管施設設置等協議書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(平29規則21・改)

(処理手数料の徴収方法)

第12条　条例第29条第1項に規定する処理手数料は、納入通知書により納付するものとする。

(平29規則21・改)

2　前項の処理手数料は、その都度徴収するものとする。ただし、条例別表第1の3の項に定める処理手数料は、毎月初日から当該月の末日までの処理手数料を翌月末日までに徴収することができる。

(令3規則17・全改)

(処理手数料の減免)

第13条　条例第29条第2項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(第12号様式)により市長に申請しなければならない。

(平29規則21・改)

(手数料の納入方法)

第14条　条例第30条に規定する手数料は、納入通知書により納付するものとする。

(平29規則21・改)

(報告)

第15条　市長が条例第31条の規定により徴収する報告は、一般廃棄物収集・運搬状況報告書(第13号様式)、一般廃棄物処分状況報告書(第14号様式)及びし尿及び浄化槽汚泥収集・運搬状況報告書(第15号様式)とする。

(平29規則21・改)

(証明書)

第16条　条例第32条第2項に規定する証明書の様式は、第16号様式とする。

(平29規則21・改)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第17条　法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、次の各号に掲げる業の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を、許可を受けようとする日又は許可期間の満了する日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(平29規則21・平31規則41・改)

(1)　一般廃棄物収集運搬業

一般廃棄物収集運搬業／許可／許可更新／申請書(第17号様式)

(2)　一般廃棄物処分業

一般廃棄物処分業／許可／許可更新／申請書(第18号様式)

2　法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物／収集運搬／処分／業の事業範囲変更許可申請書(第19号様式)を、許可を受けようとする日の

30日前までに市長に提出しなければならない。

(平29規則21・改)

(許可証の交付)

第18条　市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可又は事業範囲の変更の許可をしたときは、次の各号に掲げる業の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める許可証を申請者に交付するものとする。

(平29規則21・平31規則41・改)

(1)　一般廃棄物収集運搬業　一般廃棄物収集運搬業許可証(第20号様式)

(2)　一般廃棄物処分業　一般廃棄物処分業許可証(第21号様式)

2　一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに市長に許可証再交付申請書(第22号様式)を提出し、許可証の再交付を受けなければな

らない。

(平29規則21・改)

3　許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平29規則21・改)

(一般廃棄物収集運搬業等の区域指定)

第19条　一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)を営む区域は、別に指定することができる。

(平29規則21・改)

(収集運搬車の表示)

第20条　一般廃棄物収集運搬業等に供する自動車を使用する許可業者は、当該自動車の外側に、次の各号に掲げる表示をしなければならない。

(平24規則14・平29規則21・改)

(1)　事業系一般廃棄物を収集運搬する自動車にあっては、事業系ごみ収集車

(2)　ふん尿を収集運搬する自動車にあっては、し尿収集車
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(3)　浄化槽汚でいを収集運搬する自動車にあっては、浄化槽汚でい収集車

2　許可業者は、車両の両側面に当該許可業者の氏名、名称又は記号及び前項該当各号の表示をするほか、後方面に市長が指定する番号を表示しなければならない。

(平29規則21・改)

3　前2項の表示文字の大きさは、15センチメートル以上とする。ただし、許可業者の氏名、名称及び記号の表示にあっては、10センチメートル以上とすることができる。

(平29規則21・改)

4　事業系一般廃棄物を収集運搬する許可業者は、車両の両側面に黒色の斜線(斜線の幅は、25センチメートルとする。)を引かなければならない。

(平24規則14・平29規則21・改)

(業務従事者の身分証明)

第21条　市長は、許可業者その他の当該業務に従事するものに対し、その身分を示す一般廃棄物収集運搬業等従業員証(第23号様式)を発行するものとする。

(平29規則21・改)

2　許可業者は、従事者に常に従業員証を所持させなければならない。

(平29規則21・改)

3　従業員証の有効期限は、当該従事者が属する許可業者の許可の期間内とする。

(平29規則21・改)

4　従事者が、退職その他の理由により、一般廃棄物の収集運搬又は処分に従事しなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、当該従業員証を返納しなければならない。

(平29規則21・改)

(一般廃棄物収集運搬業等に係る廃止等)

第22条　法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物収集運搬業等廃止・変更届書(第24号様式)により行うものとする。

(平29規則21・改)

(許可の取消)

第23条　市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平29規則21・改)

(1)　法、条例又はこの規則に違反したとき。

(2)　偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3)　法第7条第3項に規定する許可の基準又は許可証の許可条件に適合しなくなったとき。

(4)　正当な理由がなく1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(5)　市外から排出された廃棄物を市の処理施設に運搬し、処分したとき。

(6)　その他市長の指示に従わず、不適正な行為を行ったとき。

2　市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物／収集運搬／処分／業許可取消書(第25号様式)又は一般廃棄物／収集運搬／処分／業業務停止命令書(第26号様式)により

行うものとする。

(平29規則21・改)

(許可証の返還)

第24条　許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(平29規則21・改)

(1)　法第7条の3第1項の規定により許可を取り消されたとき。

(2)　当該許可に係る事業の全部を廃止したとき。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第25条　浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第27号様式)を市長に提出しなければならない。

(平29規則21・改)

第26条　厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第5号に規定する市長が必要と認める添付書類は、次の事項を記載したものとする。

(平29規則21・改)

(1)　代表者の本籍及び生年月日

(2)　代表者及び従業員の業務経験年数

(3)　専門的知識を有する者の氏名及び資格証明の写し

(4)　汚泥等の収集、運搬及び処分の方法

(5)　浄化槽の清掃実績

(6)　取扱料金

(7)　前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項

(浄化槽清掃業の許可)

第27条　市長は、浄化槽法第35条第4項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(第28号様式)を申請者に交付するものとする。

(平29規則21・改)

2　浄化槽清掃業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに市長に許可証再交付申請書(第29号様式)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(平29規則21・改)

3　許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平29規則21・改)

(排せつ基準)

第28条　条例別表第1第1項第2号の規則で定める排せつ基準量は、1人1月36リットルとする。

(平29規則21・改)

(汲取作業困難の基準)

第29条　条例別表第1第1項第6号に掲げる汲取作業が特に困難であると市長が認める場合は、次の各号に定める基準の一に該当する場合において認定するものとする。

(平29規則21・改)

(1)　遠距離のため他人の宅地内にホースを通し汲取る場合

(2)　家屋の床上にホースを通し汲取る場合

(3)　便槽までの通路が狭いため汲取作業が困難な場合

(申請書等)

第30条　次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(平31規則41、令元規則6・改)

(1)　法第8条第2項の申請書　一般廃棄物処理施設設置許可申請書(第30号様式)

(2)　省令第4条の4第1項の申請書　一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(第31号様式)

(3)　省令第4条の4の2の申請書　一般廃棄物処理施設定期検査申請書(第32号様式)

(4)　省令第4条の17の報告書　特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(第33号様式)

(5)　省令第5条の3第1項の申請書　一般廃棄物処理施設変更許可申請書(第34号様式)

(6)　省令第5条の4の2第1項又は第5条の9の2第1項の届出書　一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(第35号様式)

(7)　省令第5条の5第1項又は第5条の10第1項の届出書　一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了届出書(第36号様式)

(8)　省令第5条の5の2第1項又は第5条の5の2の2第1項若しくは第5条の10の2第1項の申請書　一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(第37号様式)

(9)　省令第5条の5の5第1項の申請書　熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定申請書(第38号様式)

(10)　省令第5条の5の10第1項の届出書　熱回収一般廃棄物処理施設休廃止等届出書(第39号様式)

(11)　省令第5条の5の11第1項の報告書　熱回収一般廃棄物処理施設熱回収報告書(第40号様式)

(12)　法第9条の3第1項の規定による届出書　一般廃棄物処理施設設置届出書(第41号様式)

(13)　省令第5条の8第1項の届出書　一般廃棄物処理施設変更届出書(第42号様式)

(14)　省令第5条の10の3の協議書　非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置協議書(第43号様式)

(15)　法第9条の3の3第1項の規定による届出書　非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(第43号様式の2)

(16)　省令第5条の10の10の届出書　非常災害に係る一般廃棄物処理施設変更届出書(第43号様式の3)

(17)　省令第5条の10の12の届出書　非常災害に係る一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(第43号様式の4)

(18)　省令第5条の11第1項の申請書　一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(第44号様式)

(19)　省令第5条の12第1項の申請書　合併・分割認可申請書(第45号様式)

(20)　省令第6条第1項の届出書　相続届出書(第46号様式)

(21)　省令第12条の7の17第2項の届出書　産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(第47号様式)

(22)　省令第12条の7の17第5項の規定による届出書　産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設届出事項変更(廃止)届出書(第48号様式)

(廃棄物処理施設の設置許可証の交付)

第31条　市長は、法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第9条第1項の規定による当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証(第49号様式。以下「許可証」とい

う。)を交付するものとする。

(平31規則41)

2　前項に規定する許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに廃棄物処理施設設置(変更)許可証再交付申請書(第50号様式)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(平31規則41)

3　前項の場合において、再交付の申請の理由が許可証の破損又は汚損であるときは、当該破損又は汚損した許可証を添付しなければならない。

(平31規則41)

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の結果通知)

第32条　市長は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をしたときは、当該検査の結果を一般廃棄物処理施設使用前検査結果通知書(第51号様式)により通知するものとする。

(平31規則41)

(一般廃棄物処理施設の定期検査の結果通知)

第33条　市長は、法第8条の2の2第1項の規定による検査をしたときは、当該検査の結果を一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書(第52号様式)により通知するものとする。

(平31規則41)

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の結果通知)

第34条　市長は、法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)又は法第9条の2の3第2項の規定による確認をしたときは、一般廃棄物最終処分場廃止確認通知書(第53号様式)により通知するものとする。

(平31規則41)

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定証の交付)

第35条　市長は、法第9条の2の4第1項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定をしたときは、熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定証(第54号様式)を交付するものとする。

(平31規則41)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設設置等に係る確認の通知)

第36条　法第9条の3第4項ただし書(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、一般廃棄物処理施設確認通知書(第55号様式)によるものとする。

(平31規則41)

(市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の同意)

第37条　市長は、法第9条の3の2第1項の規定による同意をしたときは、非常災害に係る一般廃棄物処理施設同意書(第56号様式)を交付するものとする。

(平31規則41)

(非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置等に係る確認の通知)

第37条の2　法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する第9条の3第4項ただし書(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設確認通知書(第56号様式の2)による

ものとする。

(令元規則6)

(廃棄物処理施設の譲受け等許可証の交付)
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第38条　市長は、法第9条の5第1項の規定による許可をしたとき、又は法第15条の4において読み替えて準用する法第9条の5第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設譲受け(借受け)許可証(第57号様式)を

交付するものとする。

(平31規則41)

(廃棄物許可施設設置者の合併等認可証の交付)

第39条　市長は、法第9条の6第1項の規定による認可をしたとき、又は法第15条の4において読み替えて準用する法第9条の6第1項の規定による認可をしたときは、一般廃棄物(産業廃棄物)許可施設設置者合併(分割)許可証(第58号様式)

を交付するものとする。

(平31規則41)

(廃棄物許可施設設置者相続届出の受理書の交付)

第40条　市長は、法第9条の7第2項の規定による届出を受理したとき、又は法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の規定による届出を受理したときは、一般廃棄物(産業廃棄物)許可施設設置者相続届出受理書(第59号様式)を交

付するものとする。

(平31規則41)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の届出の受理)

第41条　省令第12条の7の17第4項の受理書は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例届出受理書(第60号様式)とする。

(平31規則41)

2　市長は、省令第12条の7の17第5項の規定による変更の届出を受理したときは、前項の受理書に当該変更に係る事項を追記し、交付するものとする。

(平31規則41)

(再生利用業の指定の申請等)

第42条　省令第9条第2号又は第10条の3第2号の指定(以下「再生利用業指定」という。)を受けようとする者(市長が別に定める者を除く。)は、再生利用業指定申請書(第61号様式)を市長に提出しなければならない。

(平31規則41)

2　市長は、再生利用業指定をしたときは、再生利用業指定証(第62号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(平31規則41)

3　再生利用業指定を受けた者(以下「再生利用業指定業者」という。)は、その再生利用業指定の事業の範囲の変更をしようとするときは、再生利用業変更指定申請書(第63号様式)に指定証を添えて市長に提出しなければならない。た

だし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(平31規則41)

4　再生利用業指定業者は、その再生利用業指定の事業の範囲の全部又は一部を廃止するときは、再生利用業廃止届出書(第64号様式)に指定証を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則41)

5　再生利用業指定業者は、再生利用業指定に係る次に掲げる事項に変更が生じたときは、再生利用業変更届出書(第65号様式)に指定証を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則41)

(1)　住所

(2)　氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(3)　事業場の所在地

(4)　再生利用の目的

(5)　取引関係

6　第2項の規定は、第3項の事業の範囲の変更、第4項の規定による事業の範囲の一部の廃止及び前項の変更について準用する。

(平31規則41)

7　再生利用業指定業者は、指定証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、再生利用業指定証再交付申請書(第66号様式)に、破損し、又は汚損した指定証を添えて市長に提出するものとする。

(平31規則41)

8　指定証の再交付を受けた者は、亡失した指定証を発見したときは、直ちに当該指定証を市長に返還しなければならない。

(平31規則41)

(欠格要件に係る届出)

第43条　次の各号に掲げる届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(平31規則41)

(1)　省令第10条の10の3又は第10条の24の届出書　欠格要件に係る届出書(第67号様式)

(2)　省令第5条の5の3又は第12条の11の3の届出書　欠格要件に係る届出書(第68号様式)

(産業廃棄物処理業者等に係る実績報告書の徴収)

第44条　次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式により、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分の実績を記載した報告書を市長に提出しなければな

らない。

(平31規則41)

(1)　(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者(甲府市内のみにおいて収集運搬の許可を受けたものに限る。)　産業廃棄物収集運搬業実績報告書(第69号様式)

(2)　(特別管理)産業廃棄物処分業者　産業廃棄物処分業実績報告書(第70号様式)

(3)　産業廃棄物処理施設設置事業者　産業廃棄物処理実績報告書(第71号様式)

(最終処分場埋立終了届出台帳)

第45条　法第19条の12第1項の台帳は、最終処分場埋立終了届出台帳(第72号様式)とする。

(平31規則41)

(最終処分場埋立終了届台帳の閲覧)

第46条　法第19条の12第3項の規定による台帳又はその写しの閲覧(以下「台帳の閲覧」という。)の場所は、甲府市環境部とする。

(平31規則41)

2　台帳の閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平31規則41)

3　次に掲げる日においては、台帳の閲覧をすることができない。

(平31規則41)

(1)　日曜日及び土曜日

(2)　国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)　12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日

4　前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、台帳の閲覧に供しない日を設け、又は台帳の閲覧の時間を変更することができる。

(平31規則41)

5　台帳の閲覧をしようとする者は、廃棄物最終処分場埋立処分終了届出台帳閲覧請求書(第73号様式)を市長に提出しなければならない。

(平31規則41)

6　台帳の閲覧を請求した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(平31規則41)

(1)　職員の指示に従って台帳の閲覧をすること。

(2)　台帳又はその写しを汚損し、又は毀損しないこと。

(3)　他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

7　市長は、台帳の閲覧の請求をした者が前項の規定に違反したときは、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(平31規則41)

(事故状況等の届出)

第47条　法第21条の2第1項の規定による届出は、特定処理施設に係る事故状況等届出書(第74号様式)によらなければならない。

(平31規則41)

(申請書等の提出部数)

第48条　法、政令、省令及びこの規則により市長に提出する申請書等の提出部数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部数とする。

(平31規則41)

(1)　第30条第1号に規定する一般廃棄物処理施設設置許可申請書及び同条第5号に規定する一般廃棄物処理施設変更許可申請書　正副各1部

(2)　その他の申請書等　1部

(雑則)

第49条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則21・平31規則41・改)

附　則

1　この規則は、平成6年1月1日から施行する。

2　この規則の施行前に、改正前の甲府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってした申請、届出、処分その他の行為で、この規則に相当規定があるものは、この規則の相当規定によってした申請、届出、処分その

他の行為とみなす。

附　則(平成7年8月31日規則第26号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

附　則(平成13年3月30日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附　則(平成14年3月29日規則第6号)

1　この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2　この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附　則(平成16年3月31日規則第1号)抄

1　この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附　則(平成16年3月31日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附　則(平成17年7月1日規則第28号)

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則による改正後の第18条第2項の規定は、平成17年7月1日以後に処理する浄化槽汚泥に係る処理手数料から適用し、同日前に処理した浄化槽汚泥に係る処理手数料については、なお従前の例による。

附　則(平成18年3月31日規則第34号)抄

1　この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附　則(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附　則(平成28年3月31日規則第30号)

1　この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附　則(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附　則(平成31年3月29日規則第41号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附　則(令和元年6月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和3年3月30日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附　則(令和4年3月31日規則第5号)抄
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1　この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条の3関係)

(平24規則14、平31規則41・改)

指定排出

物

区分 品目

紙類 紙箱、紙袋、紙パック、広告紙、雑誌、新聞紙、段ボール、包装紙、本

びん類 一升びん、ドリンクびん、ビールびん

金属類 あ アイロン、網戸、アルミ缶、アルミサッシ、アルミホイール、アンプ、一輪車、MDレコーダー、オーブントースター、おたま

か カーテンレール、加湿器、カセットコンロ、鎌、カメラ、ガスコンロ、脚立、金庫、くわ、ケーブル、ゲーム用ソフト、工具、米びつ、ゴルフクラブ

さ 三輪車、CDプレーヤー、収納棚、照明器具、自転車、ジャッキ、スキーのストック、スコップ、スチール缶、スチール棚、スチールテーブル、スピーカー、スプーン、石油ストー

ブ、扇風機

た チェーン、チューナー、手押し車、鉄アレイ、鉄線、鉄板、DVDレコーダー、電気コード、電気こたつ、電気炊飯器、電気ストーブ、電気掃除機、電気ポット、電子レンジ、台車、

トースター、トタン、銅線

な なべ

は バケツ、パイプ、パイプベット、ビデオデッキ、ファンヒーター、フライパン、プリンター、ヘアドライヤー、包丁、ホットプレート

ま ミシン、物干し竿

や やかん、湯沸かし器

ら ラジオ、ラジオカセットレコーダー、レコードプレーヤー、ロッカー

わ ワードプロセッサー

その他金属を含む物

第1号様式(第6条関係)

第2号様式(第6条関係)

(平14規則6・改)

第3号様式(第6条関係)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00002462.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00002463.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00002464.rtf


第4号様式(第7条関係)

第5号様式(第8条関係)

(平14規則6・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00002465.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00002466.rtf


第5号様式の2(第8条の4関係)

(平24規則14、平28規則30・平29規則21・改)

第6号様式から第8号様式まで　削除

(平29規則21)

第9号様式(第11条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008695.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008700.rtf


第10号様式及び第11号様式　削除

(平29規則21)

第12号様式(第13条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

第13号様式(第15条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008701.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008702.rtf


第14号様式(第15条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

第15号様式(第15条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008703.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008704.rtf


第16号様式(第16条関係)

(平29規則21・改)

第17号様式(第17条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008705.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008706.rtf


第18号様式(第17条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

第19号様式(第17条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008707.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008708.rtf


第20号様式(第18条関係)

(平29規則21・改)

第21号様式(第18条関係)

(平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008709.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008710.rtf


第22号様式(第18条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

第23号様式(第21条関係)

(平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008711.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008712.rtf


第24号様式(第22条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

第25号様式(第23条関係)

(平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008713.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008714.rtf


第26号様式(第23条関係)

(平29規則21・改)

第27号様式(第25条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008715.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008716.rtf


第28号様式(第27条関係)

(平29規則21・改)

第29号様式(第27条関係)

(平14規則6・平29規則21・改)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008717.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00008718.rtf


第30号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010613.rtf




第31号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010614.rtf


第32号様式(第30条関係)

(平31規則41)

第33号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010615.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010616.rtf


第34号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010617.rtf




第35号様式(第30条関係)

(平31規則41)

第36号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010618.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010619.rtf


第37号様式(第30条関係)

(平31規則41)

第38号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010620.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010621.rtf


第39号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010622.rtf


第40号様式(第30条関係)

(平31規則41)

第41号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010623.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010624.rtf


第42号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010625.rtf


様式第43号(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010626.rtf


第43号様式の2(第30条関係)

(令元規則6)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010767.rtf




第43号様式の3(第30条関係)

(令元規則6)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010768.rtf


第43号様式の4(第30条関係)

(令元規則6)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010769.rtf


第44号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010627.rtf




第45号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010658.rtf




第46号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010629.rtf


第47号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010630.rtf


第48号様式(第30条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010631.rtf


第49号様式(第31条関係)

(平31規則41)

第50号様式(第31条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010632.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010633.rtf


第51号様式(第32条関係)

(平31規則41)

第52号様式(第33条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010634.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010635.rtf


第53号様式(第34条関係)

(平31規則41)

第54号様式(第35条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010636.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010637.rtf


第55号様式(第36条関係)

(平31規則41)

第56号様式(第37条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010638.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010639.rtf


第56号様式の2(第37条の2関係)

(令元規則6)

第57号様式(第38条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010770.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010640.rtf


第58号様式(第39条関係)

(平31規則41)

第59号様式(第40条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010641.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010642.rtf


第60号様式(第41条関係)

(平31規則41)

第61号様式(第42条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010643.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010644.rtf


第62号様式(第42条関係)

(平31規則41)

第63号様式(第42条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010645.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010646.rtf


第64号様式(第42条関係)

(平31規則41)

第65号様式(第42条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010647.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010648.rtf


第66号様式(第42条関係)

(平31規則41)

第67号様式(第43条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010649.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010650.rtf


第68号様式(第43条関係)

(平31規則41)

第69号様式(第44条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010659.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010652.rtf


第70号様式(第44条関係)

(平31規則41)

第71号様式(第44条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010653.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010654.rtf


第72号様式(第45条関係)

(平31規則41)

第73号様式(第46条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010655.rtf
https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010656.rtf


第74号様式(第47条関係)

(平31規則41)

https://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/word/e602FG00010657.rtf

